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論 考

１．はじめに

障害のある子どもへの支援を考える時、その内容は、�
障害の状態の改善（治療・療育も含めて）や発達援助の取

組み、�障害の理解や障害がありながら生活することへの
支援があげられる。前者は、障害の状態そのものを変えよ

うとするもので、医療的アプローチや、療育活動等が含ま

れる。一方、後者は、それと対峙する本人の向き合い方を

考えるアプローチであり、本人の自己理解（障害認知を含

めて）に関わる作業や、情緒的な二次障害の軽減、保護者

の障害受容であったりする。

ところで、一般的な教育相談の場合は、来談した本人の

問題解決や発達支援を考える際、本人だけでなく本人を巡

る環境に視点を当てた取り組みの必要性が指摘されてきて

いる（近藤１９８４４）、東山・藪添１９９２２）吉川１９９９１１））。確か

に相談室で、可能な範囲で�本人の発達促進や自己理解、
二次障害の軽減などの関わりを探り、�子どもの養育の重
要な担い手である保護者を支援しても、「学校では…」と

いう課題が浮かび上がってくる。特に、障害のある子ども、

あるいは特別な教育ニーズのある子どもの場合は、「学校

での様子を見てほしい」という要望が出される事例も増え

てきている。このように「相談室の中だけでは、十分な支

援が出来ない」との実感がある場合、より能動的に学校を

含む環境そのものに働きかけていく必要性が高くなる。

つまり、相談の対象を、本人（家族）から、環境として

の学校へ広げ、相談の内容として、�障害がありながら生
活する本人（家族）を支える周囲の環境調整として扱って

いくことが、今日の教育相談において重要な要素になって

きているといえる。

一方、教育委員会の（一組織としての）相談室の役割と

いう点から考えると、相談室の中だけでは対応できない学

校状況も無視できない。子どもの問題を学校の問題として

批判したり、自らの問題を否認したりする保護者もいる場

合がある。そのような「問題に関与しようとしない保護者」

に対応せざるを得ない学校・学級は大変な困難を余儀なく

されている。

また、同じ学級・学校の中に複数の子どもの問題が生じ

ている場合など、担任教師が感じる困難度は想像を越える

ものがある。それでは、このような学級事態・学校状況に

教育相談室が対応することは出来ないのであろうか。担任

や養護教諭・生徒指導担当者・特殊学級担任などの相談ニー

ズを受け止め、その対応を考えることも、公的な教育相談

室の重要な役割ではないかと筆者は考える。

これまでみてきたように、障害のある子ども当人でなく、

「養育や教育に携わる人がその子どもとどのように関わる

かについて話し合う」活動は、その子どもの環境を整える

意味からも、そして様々な子どもの環境を苦慮する教師や

学校を支援する意味からも必要で、障害のある子どもの教

育相談の重要な内容として位置付けたい。

このような、子ども本人への支援ではなく、子ども（以

下ケースと記す）と関わっている人と、かかわり方につい

て相談しあう活動を指すものとして「コンサルテーショ

ン」註１）という概念がある。ここでは、筆者が総合教育セ

ンター教育相談室の一員として行なってきた学校コンサル

テーションを概観し、その成果と課題を整理することを目

的とする。

２．学校コンサルテーションの考え方

学校コンサルテーションは、コンサルタント（相談担当

者）が、コンサルティ（教師）が抱えているケースについ

てその関わりを考える活動をいう。これは、異業種間の対

等な関係とされ、一般的にコンサルタントはケースに直接

関わらない。ここでは、相談機関の心理臨床あるいは発達

臨床の専門家（コンサルタント）が、学校教育の専門家で

ある教師（コンサルティ）との間で、コンサルティが関

わっているケースについて主に心理発達上の視点から理解

を深める支援について話し合う活動と考える。

図１のように教師と子どもの関わりは二者関係である

が、コンサルテーションではその二者関係そのものを対象

にした三者関係の構造となる。スーパービジョンの場合は

コンサルティ自身の内面の問題も対象にする場合がある

が、コンサルテーションではそれは行わない。それぞれの

専門性を尊重した対等な関係が基盤になるので、コンサル

タントは、コンサルティの専門性を重んじ、敬意を払って

相談活動を進めていくことになる。
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表１ コンサルテーションの類型に応じた特徴

ケース発動のコンサルテーション 学校発動のコンサルテーション

要請主体 相談機関に来談した保護者（及び本人） 学校（教師）

保護者（本人）に同意を得て、コンサルタントが
学校と連絡をとる

学校からの申し込みを受け、コンサルタントを決
定し、対応を開始する

手 続 き

進 め 方 保護者の話，本人との関わりをもとに状態像や要
望を把握する
アセスメントの情報を教師と共有する
教師の話を聞き（必要によって学校での様子を
見）、対応について話し合う

教師からの話をもとに状況を把握する
（場合によって学校での様子を見る）
教師と対応について話し合う

配 慮 点 ○学校側のニーズを確かめる
・警戒を招かないよう、ワンダウンポジションで
ジョインニングする

○ケース担当者として知りえた情報をどこまで共
有するかについては、保護者の意向も踏まえて
十分留意し，どのような話し合いになったかに
ついても保護者に伝えた方がいい場合もある

○場合によってはケース担当者とは異なる者がコ
ンサルタントになる

○観察を行う場合、本人の同意を得る

○学校内の誰のニーズかを確かめる
（コンサルティ自身のニーズの有無）
○観察を行う場合
・可能であれば学校が保護者の了解を取る。
・了解がとれない場合は個人の観察ではない形式
とする。必要により学校が保護者に説明責任を
負うことを了解してもらう

子ども（ケース）

図１ 教育指導とコンサルテーションの関係

教教師師

教教育育指指導導・・発発達達支支援援

コンサルテーション

ココンンササルルテティィ コンサルタント

３．学校コンサルテーションの方法

教育相談機関が行うコンサルテーションの場合、要請主

体や、コンサルテーションニーズがどこにあるかによって、

異なる対応が予想される。そのため、筆者及び筆者の属す

る教育相談室では、便宜上、次の二つに分け実施している。

一つは、本人及び保護者に学校でのコンサルテーション

ニーズがある場合で、これを「ケース発動のコンサルテー

ション」と呼び、もう一つは保護者には動機がないが学校

関係者にコンサルテーションニーズがある場合で、これを

「学校発動のコンサルテーション」として位置付け、相談

活動を行なってきている。図２に示すように、ケース発動

のコンサルテーションの場合は、コンサルタントはケース

支援の一員として、ケース理解の情報も有し、保護者の要

請に応じてコンサルティに会う構造となる。反対に、学校

発動の場合、コンサルタントは担任からの間接的な情報を

頼りにケース理解をし、相談活動を進めていくことになる。

ときに学級場面を観察する場合もあろうが、対象となる子

ども（保護者）の了解を得る等の配慮が必要になる。

教教師師

ココンンササルルテティィ

管管理理者者

保保護護者者 子子どどもも

コンサルタント

ケケーースス発発動動

ケケーースス

学学校校

学学校校発発動動

間間接接支支援援 直直

接接

支支

援援

図２ コンサルテーションの要請主体

次に表１に、その類型別に見た対応の比較を示した。こ

こで、手続きと配慮点は、要請主体がどちらにあるかで異

なるが、一旦コンサルテーション（コンサルタント－コン

サルティ）関係が取り結ばれると、具体的なコンサルテー

ションを進めていく方法に大きな違いはない。筆者は、問

題の定義註２）（目的の明確化）→情報の収集→問題の見立

て（事例理解）→これまでの関わりの検討→新たな関わり

の計画というプロセスを取ることが多い（詳細は事例の欄

参照）。
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４．学校コンサルテーションの実際

それでは、実際の事例に即して学校コンサルテーション

のあり方を探っていくことにする（ここに紹介する事例

は、論旨を曲げない範囲で事実と異なる記述にした。なお、

特定の子どもが対象の場合は、その子どもをアルファベッ

トの大文字で記し、学級そのものが対象である場合、その

学級を大文字で、子どもは小文字で表記した）。

（１）ケース発動のコンサルテーション

ケース：相談に来た子ども（保護者）

コンサルティ：教師

留意点：教師も困っているかどうか

学校コンサルテーションのコンサルティは、学校職員、

主に教師である。しかし、当事者になる教師にコンサルテー

ションニーズがない場合がある。保護者が感じるほど教師

がその子のことを問題と感じていない場合や、保護者が

「担任が問題」「担任を何とかしてほしい」と考えている場

合である。その子を巡る環境という視点でみると、家庭と

学校が同じ視点に立っていないといえるかもしれない。ま

た、「ケース発動」型は、コンサルタントがすでに相談担

当者として直接関わっているため、狭義のコンサルテー

ション関係とは言いがたい面もある。それゆえとくに、コ

ンサルタントは、教師にとっての問題を整理して関わるこ

とと、教育ではなく心理（発達）臨床の専門家として、教

育の専門家と対応するスタンスを強調する必要がある。

そのような難しさがある「ケース発動」型では、かなり

配慮したジョイニング註３）が必要となる。「保護者が希望

しているので、お子さんの学級での様子を見させていただ

きたいのですが…」と話しても、学校なりにやれているの

に保護者が学校を訴えたのではないかと思ったり、学級の

不適切な部分を探りにくるのではないかと警戒したりする

場合がある。このような場合、筆者はワンダウン・ポジショ

ン（黒澤、２００１７））を心がけることにしている。特に、コ

ンサルタントが、教員の研修を実施する総合教育センター

の指導主事であると、学校や教師は指導されるとの構えに

なりがちである。従って対等な関係でコンサルテーション

を進めるために、コンサルタントがワンダウンポジション

をとり、学校や教師が余分な不安や抵抗を感じなくて済む

ような配慮が求められる。

具体的には「通常の学級のことはよく分からないので教

えてほしい」「教科の指導について、何か言う立場ではな

い」「こちらに相談に来ているお子さんについて、集団の

場で指導するのは大変と思われる。学校で既に行なってい

る支援について教えて欲しい」等と話すことにしている。

教師のおかれている立場を気遣い、これまでの苦労をねぎ

らい、既にやれていることを見つけコンサルタントの専門

性から意味付けを行うこと等がポイントになろう。

１）ケース発動で、学校は問題を認知していない場合

【事例 A】

学校で非難されチックが多発した A 児

（�）主訴 学校に ADHD を理解してほしい

（�）コンサルティ 担任教師（４０代女性）

（�）ケースの概要 小３男児（通常の学級在籍）

診断：注意欠陥多動性障害、服薬なし

A 児は、乳児期から就学直前まで夜泣きがひどかった

り、家庭的な問題や転居等も重なったり、就学後学校で席

を離れたり、寝転がったり等の行動が目立った。当初、担

任教師には「心配しないで大丈夫」と対応してもらえた

が、小１の夏の転校後、担任から本人、保護者への注意や

警告が多くなり、小３の２学期に本人や保護者のストレス

はピークとなった。チックが出始め、病院を受診したとこ

ろ、ADHD と診断された。そこで、保護者は担任及び校

長らに理解を求めたことにより、担任の対応が変わり、本

児の状態も改善し始めていた。

（�）対応と経過
保護者が学校に働きかけ、本児の状態が改善し始めた頃、

保護者は相談室を訪れた。保護者からは、「担任の対応が

改まったとはいえ、いつまで、どの程度かという保証はな

く、心配である」ことが訴えられ、「相談担当者に学校に

出向いて様子を見たり話し合いを持ったりして欲しい」と

いう希望が出された。筆者は、まず保護者からこのような

希望が出されたことを学校長に連絡をしたところ、「既に

学校で対応している」「保護者がさらに要望があるなら直

接言ってほしい」等の感想が述べられた。そこで保護者の

意図をあらためて伝えると共に、「筆者の勉強のために、

相談室ではわかり得ない学級での様子をお見せいただけな

いだろうか」「既に対応できているいい部分を筆者にもお

教え願いたい」と要望し、学校長の了承を得て、現担任と

話し、学級での様子を見る機会を設けることができた。こ

こにおいて、目標は「A 児が、学校で心地よく過ごせる」

ことであり、適切でない対応という環境要因が原因で二次

的な症状が出ている状態と見立てた。

担任との話し合いでは、担任から「学級では特に気にな

る行動はない。強いて言えば、今まで他児らが A 児をこ

う見ていたのだなと推測できる場面はあったし、本人も

『どうせ何もできない』と気にしている印象もある。私か

ら見ると、図工の発想の良さなど伸ばしていきたいものが

見えてきた」等の内容が話された。筆者は「いい面を探し

出し、それを手がかりに教師との関係を作ろうとしている
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こと」に、相談担当者として感謝し、既に「学級の中で

A 児がどう見られてきたか」を察している先生の感度の

良さに敬意を表し、自信を持って居心地よく過ごせるよう

配慮してもらいたいことを要望した。

また、学級の参観についても了解してもらった。そして、

授業の初めに１時間全体の流れを予告したことによって、

個々の子どもが「自分はどこでどうがんばろう」という見

通しをもちやすかったこと、終始柔和な表情で A 児の時

折学級の文脈とはずれた言動にもゆとりと安らぎを感じる

対応をしていた点を伝え、彼や学級全体が学びやすさを感

じていたであろうことを授業後に担任に話した。

担任はコンサルタントとどのように関わっていけばいい

のかについて不安だったようだが、保護者の要請に応じて

連絡を取り合うこととした。そして相談室では、保護者面

接中心に相談を続けた。その後、A 児は、学級の中で落

ち着いて学習に向かえるようになり、問題の解決が図られ、

コンサルテーションの必要がなくなった。

（�）まとめ
この事例のように、学校がコンサルテーションに警戒し

たり、あるいは歓迎されない状況では、ジョイニングと同

時に、どのような目的でいつまでどのように関わり続ける

のかを明確にすることも大事である。コンサルテーション

の開始が他動的であればあれほど、コンサルティにとって

のメリットを明確にし、必要に応じて主体的にコンサル

テーションを活用できる関係を築くことが第１のポイント

といえる。

また、この事例では、コンサルタント側から新たな提案

をしていない。第２のポイントは、担任（コンサルティ）

が困っていない段階では、今やれている支援について新た

な意味付けを行うことが役に立つという点である。事実、

「学級での居心地」という問題は、担任の自助努力と工夫

で解決されていった。

第３に、このコンサルテーションで重要なのは、第三者

が学校に出向いたこと自体が、保護者に安心を与えるとい

う点である。弱い立場の保護者が、子どもを守る仲間を得

た形で勇気付けられる結果になっている。

このコンサルテーションの後、学校での安定に伴って

チックも減り、他の医師から、「ADHD の特徴的な症状は

消えた」と言われる状態になった。まさに環境調整が有効

に働いた事例といえる。

２）ケース発動で、学校も問題を共有できている場合

【事例 B】

学校で暴れてしまう B 児

（�）主訴 学校生活が円満に送れない

（�）コンサルティ 担任教師（５０代女性）、管理職（５０代

男性）、特殊学級担任（５０代女性）

（�）ケースの概要 小４男児（通常の学級在籍から特殊

学級へ入級）診断：反抗挑戦性障害

B 児は、通常の学級に在籍し、ややゆっくりした発達

状況で、これまで学習障害や境界線知能の傾向も指摘され

てきた。教室からの飛び出し、唾吐き、暴言・暴力、感情

的な興奮等不適応行動が増加し、円形脱毛症にもなってい

た。

（�）対応と経過
相談の申し込み時に、母親から「学校の様子を見てもら

わないと、状態をわかってもらえない」との訴えがあった。

まず相談室にて保護者と本児に会い、経過と状態を概略把

握した。そして、子ども担当者ではなく１）、保護者担当

の筆者が学校へ出向くことについて、本児に了解を得た。

学校に連絡を取ってみると、学校としても様々に関わりを

模索しているのでぜひ来て見てほしいとのことであった。

この時点で、コンサルテーションニーズは、保護者、学校

ともにあるということになり、コンサルティである担任も

何らかの支援を求めていることがわかった。このコンサル

テーションの問題は「学校での不適応行動を減らす」と定

義した。そして、学習困難が不適応行動のきっかけになっ

ていて、不適応行動を封じ込めようとする対応が問題を大

きくしていると捉えられた。

まずは放課後を利用して、担任と話し合いを持った。唾

吐きが日常化し、ボールをドアや天井に向けて蹴る。注意

をすると興奮する。一緒に活動できる体育でも負けると怒

る。教室からも飛び出すとのことだった。これまでの担任

教師の苦労を支持し、校内で担任を支援する体制が形成さ

れていることも評価した上で、担任が可能な工夫を探って

いった。すると、B 児が「飽きると何かをやらかす」と

いう担任の印象から、「飽きる前にやれること」「飽きてし

まっても、大きくエスカレートさせない対応」を話し合っ

た。

B 児は、かなりの学習困難な状況にあった。そこで、

可能な程度の課題を出し、飽きる前に評価すること、落ち

着ける機械的な作業を複数用意しておくこと等はできると

のことだった。また、「B 児が担任の注目を引くような行

動を起こし始めた時にも、担任の関わり方次第で興奮する

時と、落ち着く時の違いはないか」と尋ねた。すると、「頭

から命令調に言ったり、唾を拭く等行為の後始末を要求し

たりするとき特に興奮し爆発する。そうではなく B 児の

意図を汲んだ声かけをすると比較的落ち着き易い」ことが

述べられた。そこで、担任の観察眼を評価し、今までとは

違う結果を生む働きかけについて探って欲しいと依頼し、

話し合いを終えた。

２回目の学校訪問では、筆者が管理職とこれまでの経過
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を話し合っているところへ、B 児が教務主任と入ってき

て「眼鏡を壊してしまった」状況が報告された。その後教

室に移動する際にも、特殊学級の教室からぬいぐるみを持

ち出す B 児を観察できた。国語の授業では、ぬいぐるみ

で遊んだり立って窓の外を眺めたりしていた。音読の順が

来ると、担任に援助されて小さい声ながら読んでいた。

この回で筆者は、主に管理職と共に問題の整理をし、今

後の方向性について話し合った。学校側としては、毎日の

ように問題を起こし、危害が他児に及ばないように配慮し

ている。Ｂ児の問題は、医療の範疇と理解したいという立

場が推測された。２回目の学校訪問の前に、筆者は保護者

からの依頼もあり、医師の診察にも同席していた。主治医

は、学年や担任が替わっての環境調整が先で、薬物療法は

それでもなお改善しない場合でいいという判断であった。

そう報告し、今できることを考え合いたいと話した。

また、B 児の気になる行動が起きた時に、「そら始まっ

た、どう収まりをつけさせるか」と周囲が気構えること自

体が、興奮を高め、悪循環を生んでいるようにも推測され

ることを話した。さらに、始まりかけた行動をエスカレー

トさせず、どう本人の力でブレーキをかけるかについて探

ることが重要あることを伝えた。特に、校内に彼が落ち着

くのに役立つ資源がないか尋ねた。すると管理職から「セ

ルフコントロールということ？」という問いが投げかけら

れ、「苛立ったら、落ち着く場所や落ち着くための活動が

見つけ出せれば、彼だけの問題から、彼との関わりの問題

になり、彼の中の何を伸ばしていくかという教育的視点が

生きてくるのでは」と話した。

そして、関わり方次第で興奮の仕方が違うことが観察さ

れていることに触れ、関わりそのものが挑発要因になり得

るため、少なくとも挑発しない関わりを探り、可能な範囲

で、興奮の予兆をキャッチし、対応を工夫してほしいと話

した。

なお既に、特殊学級からぬいぐるみを持ち出し、それを

抱いた感触に快さを感じていることから、それを許す学校

環境が役立っていること、不安が募る母親に「大変だけど、

絶対怒っちゃいけないよ」と励ます教師もいること等も重

要な校内リソースであるとを評価した。

この後、学年が上がり担任が替わってしばらくは、大き

な爆発的興奮は起こらなかった。新担任も、B 児の興奮

を高めない関わりを見つけ出していた。しかし、授業が進

むに従って、B 児の学習困難は大きくなり、行動が再び

荒れ始めた。これまでの話し合いで、保護者は個別的な対

応の必要性についても理解していたので、情緒障害特殊学

級での対応を了解した。このような調整で、２学期より新

たな担任との関わりが始まった。B 児は次第に担任教師

に対し、信頼を寄せ始めた。働きかけるタイミングや言葉

のニュアンスがずれただけで興奮しやすい B 児と、担任

は粘り強く関わっていった。この担任とも B 児の変化を

どう理解し、今の関わりがどう意味づけられるのかを話し

合うコンサルテーションを行った。

（�）まとめ
この事例では、当初、担任や管理職は、通常の学級にお

いて生じた問題を医療の問題と定義しようとしていた。保

護者やコンサルタントが特殊学級の利用を支援策の一つと

して提案しても、そのような子どもではないという判断を

していたようである。この時点では、問題の所在や支援が、

図３－１のように区切られた別の領域のものという理解が

されていたといえる。しかし、教育の問題として定義でき

たことから、３つの領域は図３－２のように互いに重なる

構造となり、情緒的な発達支援の基地として特殊学級が位

置付けられ、入級という環境調整が実現した。従って、医

療の問題としてではなく、教育の問題として理解し対応を

検討できるようになったことが、このコンサルテーション

の成否を分けたともいえる。そして、担任、管理職、コン

サルタントの間で、事例の理解が進み、環境調整が可能に

なったこともコンサルテーションの成果といえる。

３３‐‐２２ そそのの後後のの構構造造

イインンククルルーージジョョンン

★★特特殊殊学学級級ででのの支支援援

★★

医医療療

特特殊殊学学級級

医医療療

通通常常のの学学級級

３３‐‐１１ 当当初初のの構構造造

図３ 問題理解の構造の変化

３）相談機関発動チーム援助のコンサルテーション

【事例 C】

学級でかんしゃくを起こし教室を飛び出す C 児

（�）主訴 子どもが落ちつきなく我慢が出来ない

（�）コンサルティ 担任教師（５０代男性）、学年児童指導

担当（４０代女性）、専科教諭（４０代女性）、養護教諭

（３０代女性）

（�）ケースの概要 小５男児（通常の学級）

診断：ADHD の傾向 服薬なし

C 児は幼稚園の頃から集団生活に適応しにくく、思い

通りに事が運ばないと苛立ったり集団から抜け出したりし

やすかった。就学後も、教室を飛び出すことが増え、教育

相談室に来所し、集団指導も受けるようになっていた。

（�）対応と経過
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教育相談の中で、学校での不適応状態が繰り返し話題に

なり、保護者の意向も確認し、学校との接触を図った。学

校にもコンサルテーションニーズはあり、C 児に関わる

担任と保護者と相談担当者との三者で話し合いを開始し

た。その後、管理職、音楽専科の教諭や養護教諭、学年の

児童指導担当教諭なども同席するようになった。

このコンサルテーションでは、援助シート（石隈、１９９９）

を使い、それぞれの教師が、どんな役割を分業し、C 児

を支援し合えるかについて、チームとしての話し合いに発

展させていった。

例えば、感情を爆発させた C 児は、教室を飛び出し誰

もいない多目的ホールで物を投げた末、保健室で手伝いを

し、涼しい顔をして教室に戻ることが多かった。そこで、

筆者から「感情の代弁をする関わりを大切にして欲しい」

「ネガティブな感情を吐きだして、それを人と共有できな

いだろうか」「どの程度の感情の爆発や怒り方で済んだか

を評定してみてはどうか」等の提案を行った。すると、音

楽専科の教諭が感情の代弁を心がけてくれ、保健室でもさ

りげなくネガティブな感情表現を共有しやすい状況を工夫

してくれた。その後、C 児は音楽を最も嫌って抜け出し

てばかりいたにもかかわらず、その音楽教師に「どうせ俺

なんか…」とこぼすようになっていった。

（�）まとめ
この事例では、C 児に関わる人たちが徐々に参加し、

役割を分担し合っていった。これは、支援チームが形成さ

れ、そのミーティングで支援が検討された事例といえる。

複数の支援者が協力して支援力を高めていく際、それぞれ

の支援者の持ち味を生かしていくことが大切であろう。教

室を抜け出す子どもや行動面での支援が必要な子どもにつ

いては、学級担任だけで支援することが難しく、今後ます

ます支援チーム対象のコンサルテーションニーズが高まっ

ていくと考えられる。

また、このミーティングには、毎回保護者も同席した。

これは、日常、保護者がなかなか話すことができず遠慮し

てしまいやすい内容を相談担当者と共同で伝えたり、教師

から学校での情報を引き出して保護者と共に成長を確認し

あったりできるよさがあった。保護者の参加という点では、

学校ができうる支援の限界や意欲の高低が保護者の前に露

呈しかねない、保護者への不満が出せない点等の難しさは

ある。しかしそれらをも共有し補完しあい、保護者も重要

な人的資源と考え、支援力アップを意図したチーム援助の

コンサルテーションも大切であろう。

（２）学校発動のコンサルテーション

ケース：教師が担当しているケースで、

子ども（保護者）は困っていない

コンサルティ：教師

留意点：誰にニーズか

授業に入る際の説明責任

学校発動のコンサルテーションの場合、コンサルテー

ションを望んでくる主体がコンサルティおよびコンサル

ティを含む学校であるので、上述のケース発動のように学

校側にニーズが乏しいということはない。しかし、ニーズ

の査定に関して留意しなければならないのは、コンサル

テーションの申し込み者が管理職などで、コンサルティと

なる担任がそれほど困っていない場合である。そこで、申

し込みを受けた時点で、誰のどのような問題状況をサポー

トするのかを明確にしておくことが肝要である。さらに、

学校を訪問し授業を観察する場合、保護者や学級にどのよ

うな説明をするかについても十分な配慮が必要であろう。

１）学校発動「事例理解」のコンサルテーション

【事例 D】

自閉症児の対人関係の調整

（�）主訴
小さい子に手を出し、けがをさせる恐れがある

（�）コンサルティ 担任教師（５０代男性）

（�）ケースの概要 小５男児（特殊学級在籍）

診断名：自閉症、精神発達遅滞

D 児は、知的障害を併せ持つ自閉症であり、小さい頃

より多動傾向が指摘された。言葉はあるが、主に単語レベ

ルで、ひも状のものを振り、トランポリンを好む感覚レベ

ルの発達段階にあった。人への興味は、耳たぶや頬をさわ

るなどの触覚を楽しむものから、相手が泣いたり表情を変

えたりする反応を楽しむものまで広がりをみせていた。し

かし、主に小さな女の子に対して一方的な関わりを求める

ことから、本人が意図しなくても相手が被害感を感じるこ

とがあり、周囲の大人は苦慮し、このままでは、交流学級

にも行くことも困難であり、教室で危険のないように見守

るしかないという状況に追い込まれかけていた。

（�）対応と経過
D 児は、学校を訪れる保護者が連れてくる幼児に、興

味を示し、手を出しかねない状況が続いたことから、管理

職が保護者の了解をとり、コンサルテーションを申し込ん

だ。そこで、学校を訪ね D 児の様子を観察させてもらっ

た。D 児は、特殊学級の教室で担任と１対１で、トラン

ポリンの上で、ストローを切り刻んだもので暖簾作りの作

業をしていた。担任の隙を見て教室を抜け出し、昇降口周

辺を走りながら、担任が追ってくるのを待っては喜びの表

情を見せ、かけひきを楽しめていた。反面、特殊学級の集
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団に戻ると、隅で無表情で小さくなっていた。

この後、担任と本児の指導について話し合いを持った。

感覚レベルの発達から人との情緒の交流が可能な発達段階

に移行し始めたことを確認しあいながら、学級担任として

何ができるのかを探す作業だった。当面、小さな女児と接

触しないよう規制し、「触ってはいけない」と注意するだ

けでなく、芽生えつつある人への興味を状況に応じて活用

していける場面はないかを探し出したかった。そこで、先

ほど担任が何気なく付き合っていた追いかけっこをやり取

りとして楽しむという点で意味付け、さらに続けてほしい

と勇気付けた。また、触ることが許される場面として人形

遊びや優しいタッチでの触刺激遊びなどを提案した。触っ

てはいけない、人に興味を覚えてはいけないという誤学習

になっては残念なので、「いい関わり」と「歓迎されない

関わり」とを区別できるような場面構成が望まれた。

幸い、担任は今回の事態にそれほど困窮してはいなかっ

たので、提案を実行してみる余裕が感じられた。また、学

校の勧めで保護者も相談室へ来所し、保護者とも親子の関

わりを考えていく機会を持てた。

（�）まとめ
D 児の課題は、短期間では変化しにくいものでもあっ

たが、学校側の高い支援ニーズで保護者の来談につながっ

た。保護者とも相談を重ねていくことによって、学校が保

護者に対し抱いていた不信感もコンサルタントに理解でき

るようになり、保護者と D 児との関わり方を話し合い、

理解を深めることができた。

この事例では、次のような成果と課題があげられる。�
保護者への個別的な相談が可能になり、保護者が自らの関

わりを振り返る機会となった。�保護者の学校への不満と、
学校が保護者に抱く不信感の板ばさみになある危険があ

る。

２）学校発動「集団構造」に介入するコンサルテーション

【学級事例 E】

学級集団の中に複数の問題が生起していて

担任が学級運営で苦慮しているケース

（�）主訴
学級集団の中の何人かの子どもの援助について

（�）コンサルティ 担任教師（３０代女性）

（�）ケースの概要 小３の１学級（通常の学級）

複数の学級で学級崩壊が起きている学校であり、昨年度

も当該学年では落ち着いた授業が難しい状況があった。学

習面で明らかに支援の必要な数人の子ども、家庭的な問題

を抱え、心理適応面で配慮が必要な子ども、知的障害特殊

学級在籍で交流に来ている子どももいた。さらに個々の子

どもが種々様々な要求やメッセージを発信をするため、そ

れに応えるべく担任がせわしく動く状況が続いていた。

このような学級状況は、校内から「許しすぎ」「もっと躾

を！」と批判されたりもしたという。

（�）対応と経過
当初よりコンサルティには「個々への支援や学級の授業

そのものを向上させたい」という発展志向の学ぶ意欲が

あったため、まず学級の授業を見せてもらった。コンサル

ティには、困難な状況を子どもの問題とするのではなく、

教師－子ども関係として捉える資質が感じられた。そこで、

まずは個への支援がきめ細かく、多様な活動で飽きさせな

い授業を展開していることや教材の工夫をしている点につ

いて、担任の努力をねぎらった。

さらに、集団の場でのコミュニケーション・スタイルを

査定し、「子どもから担任への呼びかけとそれに対する教

師の応答という二者関係のコミュニケーション」と「教師

が授業を進める上で全体に問いかけ、子どもの発言を引き

出し、つないでいく全体のコミュニケーション」のルート

が錯綜している点を指摘した。そして、コミュニケーショ

ンが混線し易い学級風土を改善することを問題として定義

した。そこで、これらを区別する方法を考え合った。具体

的には、二者関係のコミュニケーションの場合は、�表情
やうなずき等非言語的メッセージや�カード提示などによ
る視覚的手がかりを使ったり、�言語メッセージを使う場
合もボリュームを落としたりする工夫が出来そうだとのこ

とだった。

また、飽きさせない活動をふんだんに盛り込むことが優

先されると、授業のねらいに沿って深まり行く展開にはな

らない場合があることを指摘した。すると、思い当たるよ

うで、却って小刻みな活動優先主義が大半の子どもには多

刺激になっていることを感じ取っていった。そして、今の

努力が効を奏し教師－子ども関係が安定して来ると、教科

のねらいに沿って授業を深めていけるようになるのではと

勇気付けた。

その後、子どもの絵画を共に見ながら期待したいことや

心配な点を意見交換し、児童理解に役立ててもらった。ま

た並行して教師用 RCRT註４）を実施し、学級の中で教師が

よく気にかけている子どもとどちらかというと心配りが希

薄になる子どもとを把握し、子どもを見る時の教師の視点

についても話し合った。

数ヵ月後、再び学級を訪ねてみると、騒然としていた学

級が、静まり返って授業に集中し、子ども達は自らの学習

状況をよく把握しながら、教師の支援をうまく活用する様

子が伺えた。コミュニケーションの混線もなく、教師によっ

て適度に整理されていた。

（�）まとめ
この事例は、教師の学びたい意欲がコンサルテーション
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に結びついたもので、より発展的な学級へ変化していった

ものである。しかし、この事例で考えさせられたことは、

当初、E 学級の授業を先輩教師らが「許しすぎて混乱し

ている」「もっと躾ないとダメ」等のように評価していた

ということである。通常の授業観で批評され、どうすれば

いいかの方策が無い場合、経験の浅い教師は持ち味や学級

の特色を生かすどころか、不自然な形を求めて苦慮するこ

とになろう。教師の持ち味を感じ取り、何を大事にしたい

のかが尊重される関係を再確認した事例でもあった。

３）学校発動「危機介入」コンサルテーション

【学級事例 F】

学級の中に暴力的な子どもがいることで、他児が

被害に遭いかねない事態が続いていた F 学級

（�）主訴 暴力的な子どもの危機状況の対応について

（�）コンサルティ 担任教師（３０代女性）

（�）ケースの概要 f 児：小３女児（通常の学級在籍）

医療機関にはまだ受診せず

小学校中学年になり、今まで以上に f 児の暴力的行動が

多発し、管理職が危機介入のコンサルテーションを申し込

んできた。担任は、この f 児の置かれている状況を心配し、

支援しながら、他児に被害が及ばないよう体を張って守っ

ているだけでなく、他児の保護者からの非難も直接 f 児の

保護者に向かないよう調整していた。さらに f 児の保護者

とも、問題追求的あるいは警告的ではない関係を築け、校

内でも他職員による応援体制も整備されていた。

（�）対応と経過
まず f 児の事例理解をコンサルティと深め合い、今まで

行われている支援の意味付けを行った。担任は、f 児につ

いて「ADHD か環境要因による行動の荒れ」と捉えてい

た。担任からの限られた情報からそのどちらかに判断は下

せないものの、教師のいすを使って廊下を移動したり、繰

り返し追いかけっこを求めたりすることから、担任に対す

る愛着関係の芽生えが見られていることを確認し合えた。

攻撃性と表裏一体に示される甘えとに不安を感じていたコ

ンサルティだったが、受け止めていく意味をお互いに了解

し合えた。また、「健康的にエネルギーを発散できる場は

ないか」と問い、既に休み時間に一輪車の練習を求めるな

どの行動も見られていることがわかり、コンサルティは意

味のある付き合いができる場を見出せた。

なお、このコンサルテーションの後、f 児と保護者も相

談室に来談したことから、その後筆者とは別の相談担当者

もこの担任とケース発動のコンサルテーションを行った。

コンサルティに、両者の違いを問うたところ、筆者とのコ

ンサルテーションでは危機場面への対応について学んだと

いう。その一方で、本人を十分にアセスメントした上で相

談担当者が行ったコンサルテーションでは、事例理解も深

まり、日常の関わりに役立てることができ、より有効だっ

たとのことだった。

（�）まとめ
この事例から、以下の点が考察された。�危機的な場面
ではできるだけ早期に対応することが大切で、今後より

ニーズが高まるといえる。�担任が把握できる範囲での情
報から、器質的な障害があるかどうかを見定め、方針を立

てていくことは難しい場合もある。�相談担当者が保護者
や本人と関わった上で、担任と行う（ケース発動）コンサ

ルテーションは成果が大きい。

４）学校発動「プログラム」提案のコンサルテーション

【学級事例 G】

学級の中に暴力的な行動に出る子どもを抱え、集団全体が

落ち着きがなくなり教師の統制力が減退しかけている学級

（�）主訴
指導が難しい子どもが複数いて授業が進めにくい

（�）コンサルティ 担任教師（３０代女性）

（�）ケースの概要 小２の１学級（通常の学級）

ｈ児：軽度知的発達遅滞と推測される男児

ｉ児：家庭に複雑な問題を抱えていると推測される男児

等

学級の中に個別的な支援を要する子どもが３、４人いる

G 学級は、その中の２人が学級をかき回し、平穏な授業

が成立しにくい状況になっていた。G 学級では、ｉ児が

反抗的な発言や集団から外れる行動で授業を混乱させ、他

児への暴言・暴力などで人間関係もこじれていた。また、

ｈ児は学習面でかなりの個別的支援を必要としており、ｉ

児やｈ児に影響されて授業中に個人的な要求を担任に突き

つける子どもも増え、平穏な授業が成立しにくくなってい

た。

（�）対応と経過
支援を必要とする子どもが複数いる学級状況であり、彼

らへの個別の支援と学級の授業を成立させることが問題と

して定義された。まず、担任から主だった４人の子どもの

様子を聞き、ケースの概略を理解しあった。そして彼らに

ついて、大まかな支援方針を担任と共に作り、その後学級

のルール作りについて話し合った。担任は子どもの個々の

違いを受容する資質が豊かであることを評価しつつ、学級

を守る、授業を成立させる役割をどう実現するかが課題で

あると思われた。ここでは、担任に筆者の直接関わった事

例から、複数の子どもによって振り回される危機を、「制

限の設定」５）によって乗り越えた実例を紹介した。このよ

うな同じ専門性にたった先行する成功例を紹介することは

慎重でなければならない。具体的な成功例が示されてしま
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うと、コンサルティは自分の持ち味を損ねても追随しなけ

ればならない状況になりやすい。加えて、コンサルティに

合った支援策でないと、継続して実践されず、失敗感のみ

与えてしまいかねないからである。幸い「みんなが安心し

て勉強できるクラスを作りたい」というテーマは、情緒性

豊かなコンサルティにも無理なく採用された。事実、制限

の設定を行うことにより、一時期かなり授業が成立した。

しかし、時期によって学級の安定は変動し、新たに不登

校の子どもが出るなど、コンサルティが苦慮する事態は続

いた。その後のコンサルテーションで、ｉ児が「自分のこ

とを嫌い」と言い始め、自尊心の低下が憂慮されたことか

ら、「外在化」註６）を個別に試みてもらったりもした。

その後、学級も訪問し授業を観察した。やはり４人の子

どもがそれぞれに担任との二者関係のコミュニケーション

をとり、学級は集団としての統制を失いやすい状況だった。

そこで、授業展開において構造化を心がけることと、今顕

在化していないつぶやきを拾うことを提案した。それは、

多くの子どもが見通しを持って活動できるよう教示を工夫

することで、作業場面で個への支援がより効率的にできる

と考えたからである。さらに、学級の状態が安定したら実

施するものとして、コミュニケーションスキルを高めるこ

とをねらった具体的なプログラム註７）も提案した。

コンサルティがやれることを試し、実際子どもにとって

どうだったのかを手紙や電話で伝えてもらった。複数の問

題が絡みあって担任の抱える問題状況が重篤になっている

学級では、早期に学級風土も含めた査定を行うことが、コ

ンサルテーションにより、学級の状態を好転させるために

急務である。この学級では、保護者との関係は困難を極め

たことから、学校・教師に批判的な保護者に担任一人が関

わることは危険と判断し、管理職に間に入っていただくこ

と等も提案した。

（�）まとめ
この G 学級のように、発達障害や心理適応面等で相談

機関利用が好ましいと思える事例でも、保護者が問題を認

知しようとしないケースも多く、担任は抱えることだけで

も相当な負担を強いられる。まして複数の事例が同一学級

にいる場合、以下のことが重要であると考える。

�複雑に絡み合った問題を整理する。
個々の事例理解の総合としてでは、適切な対応が出来な

い場合がある。学級状況全体の査定を行い、まず集団に対

する対応を考える。その点で、この事例の場合、制限の設

定という提案は効果があったが、授業の構造化という具体

案は、学級の観察を行った時点で、遅いくらいであった。

�ある程度集団への対応で、担任に余裕が得られてから、
個々の事例への理解と対応を図る。

この事例の場合、ｈ児への学習援助や、ｉ児の行動調整

は担任として既にある程度試みていた。が、集団場面での

効率的な個別支援と、個別的な場面構成を必要とする支援、

保護者との相談の進め方なども視野に入れる必要がある。

�コンサルティの心身の状態に配慮する。
授業が成立しない、けが人が出る、保護者からの非難に

さらされる、等の苦境に立たされる担任は、精神衛生を保

つこと自体難しい状況に追い込まれる。そこで、まずコン

サルタント自身が、コンサルティのよき情緒的・情報的サ

ポーターであり続けることが求められる。あわせて、校内

でコンサルティを理解し支える管理職や同僚がどれくらい

いるのかを十分視野に入れることも大事である。

�必要に応じて、学校組織へも対応する。
�に加え、保護者との関係の悪化や、学級崩壊等が予想
される場合、管理職など第三者に同席・仲介してもらった

り、他の教師の応援を受けたりする必要を見定め、学校組

織に働きかけていくことも重要である。

５．学校コンサルテーションの成果と課題

（１）学校コンサルテーションの類型別の成果

教育相談の主訴とは、クライエントがカウンセラーとの

関係の中で「何をどうしたいか」について述べられるもの

であろう。コンサルテーションも相談を進めていくプロセ

スや方法の一部とみた場合、「学校における～の改善」の

ように、主訴に関連する部分的な目標を志向したものとな

る。学校発動の場合は、特にコンサルティにとってどのよ

うな問題状況を、どうしたいのかを明確にする必要がある。

このように定義された問題に対し、どの程度の成果が上

げられたかを振り返ることが大切であろう。

本論稿であげた事例を表２にまとめた。これによると、

ニーズに対応してそれぞれ一定の成果は得られたといえ

る。

（２）学校コンサルテーションの意義

これまで、主に形態・機能別に学校コンサルテーション

を概観してきた。いまだ経験が浅く、コンサルテーション

の内容や関係性については、まだまだ十分とはいえず検討

の余地があろう。しかしながら、これら学校コンサルテー

ションを通し、その意義を整理したい。

１）学校と相談機関が遊離しない

これまで、守秘義務を口実に積極的に連携を図らないか

のように見られもした相談機関が、学校での子どもの姿を

知り、学校の自助努力を評価する関わりを重視することに

よって、学校を支援するという相談機関のもう一つの機能

を理解してもらえる。今回の事例 D、F のように、学校

を支援することで、相談室への信頼が高まり、学校から促
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表２ 各事例の成果

事例 ニーズの有無 障害の有無 問題の定義 成果

事例Ａ ケース ADHD 保護者の担任への信
頼感

保護者の心配が薄らぎ、経過も良好に

ケース
学校

ODD・精神発達
遅滞

学校での不適応行動
の理解と環境調整

個別支援の必要性が共有され特殊学級
へ入級し適切な関わりが進められた

事例Ｂ

事例Ｃ ケース・相談機
関・学校

ADHD 学校での不適応行動
の理解と環境調整

チーム支援力が強化された

事例Ｄ 学校→ケース 自閉症・精神発達
遅滞

学校での不適応行動
の理解と対応

学校と家庭での対応が強化された

事例Ｅ 学校 精神発達遅滞・環
境要因

授業の中での個別支
援

きめ細かい個別支援に自信が持て、授
業が深まっていった

事例Ｆ 学校→ケース ADHD・環 境 要
因

危機介入 危機回避の方向性を探り、事故を予防

事例Ｇ 学校 精神発達遅滞・環
境要因

事例理解と授業構造
の再構成

授業・個別支援の方途を探り、管理職
と役割分担も

されて保護者が相談を申し込むケースなどがその実例であ

る。

２）保護者のニーズに応えられる

ケースを支えること、そして一番の支援者である保護者

を支えることが教育相談室の役割であることを考えると、

その相談関係を壊さないような配慮をしながら、保護者や

本人が望むならば、学校でも役立つ支援ができないものか

を探っていくことは大切であろう。

３）より有効な環境調整を探る

筆者の所属する教育相談室で、実施しやすい環境調整の

方法としては、まずアセスメントや相談プロセスを学校関

係者と共有する方法があげられる。しかし、個別で整った

環境下で行ったアセスメントから引き出される支援策が、

どれくらい学校において有効なのか検証された例は少な

い。また、個別的な支援について特殊学級担任などとコン

サルテーションする場合は、個に配慮した子どもへの関わ

りを期待できるが、通常の学級担任となると、学習障害等

の認知の偏りに対しての理解も十分でない場合がほとんど

であり、実施しうる支援策が限られてしまう。

これらアセスメントの情報を共有するというコンサル

テーションに比して、学校での様子を見聞きし担任の関わ

り方について考えるコンサルテーションからは、コンサル

タントとして、学級でのケースの実像を聞いたり見たりす

ることで、相談場面でのアセスメントを補完する豊かな情

報が得られる。また、既に出来ているコンサルティ自身の

支援策をコンサルタントが発見したり、コンサルタントが

提示したヒントに触発されてコンサルティが工夫する支援

策をコンサルタントが聞くことによって、支援レパート

リーがさらに広がっていくという利点もある。

４）学校という環境を支援力に満ちた場にしていける

保護者が学校から勧められて、教育相談室に来所する

ケースもあるが、相談室の支援はあくまで個々の事例に対

してである。一方、学校コンサルテーションを行い、教師

が支援されることによって、ケース個人だけでなく、複数

の子どもの問題状況や学級集団そのものに、授業改善や事

故予防、危機対応などで利益がもたらされる。さらに支援

された教師が、将来的に同じような子どもに理解を深め、

支援レパートリーを広げていくことによって、幾十人、幾

学級にもその支援が広がりうる。また、事例 C のように

学校におけるチーム援助のコンサルテーションであれば、

校内組織に支援資源を多く発見し意味付けすることでそれ

らを強化することにもつながる。

教育相談室での支援が、個主体で「点の支援」であるの

に対し、学校コンサルテーションは、対象が複数の個・集

団になることやスタッフの組織化が可能な点から「面の支

援」とも言うことができよう。

（３）学校コンサルテーションの課題

１）相談関係とコンサルテーション関係

－担当者が重複する場合の利点と配慮点－

先に述べたように、非日常の関係性が尊重される相談関

係であればあるほど、その関係性が脅かされる危険性があ

るため、相談関係者、とくに子ども担当者はそのケースに

ついてコンサルテーションを行わないことを記した。

さらに、公立の教育委員会所属の教育相談室特有の問題

も指摘できる。指導主事は教育相談の専門家であっても、

教員籍であったり、指導主事として研究や研修の業務も

担っていることが多い。そのため、学校関係者は、スーパー

バイザー的関係を想定しやすいため、上述のようにジョイ

ンニングにはかなりの配慮が必要である。
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しかし、それ以上に、コンサルテーション関係の持続に

は、予想以上の配慮が欠かせない。一つには、コンサルタ

ントが学校に近づけば近づくほど、学校に準拠した枠組み

で見やすくなり、相談担当者として保護者やケース本人に

共感することが困難になる可能性がある。つまり、「あの

先生は努力しているはず」「あの学校だったら、いい体制

が出来ているはず」等のコンサルティ中心の事例理解が、

ケース中心の事例理解を妨げる可能性も高くなる。これは

コンサルテーション関係が相談関係に及ぼす負の影響とし

て捉えられる。

二つ目には、ケース発動の場合、相談関係とコンサルテー

ション関係が並行するために、両者の相互侵入がありうる

点についての配慮である。学校が、相談を持続しているこ

とを知った場合に、学校から「相談担当者からも～のよう

に保護者に言って欲しい」という要望が寄せられることが

ある。ケースのための相談関係のはずが、相談担当者が、

学校の側の状況も理解して、その相互調整を実施する中で、

学校－ケース関係に巻き込まれてしまう危険性がある。そ

の意味で、ケース発動では、学校とケースの間で、板ばさ

みにならないようなコンサルテーション体制を相談室側で

整え、一定の枠の中で距離感を保ち連携することを忘れて

はならない。

要するに、誰のためのコンサルテーションなのかを明確

にし、連携しつつも、負の影響を回避できる境界を意識し

ておくことが重要なのであろう。

２）より実り豊かなコンサルテーションのために

相談活動は、カウンセラーからクライエントへの支援策

の伝達でないことは言うまでもなく、クライエント自身の

成長欲求を促進し、問題解決能力を高める支援を行うもの

であろう。同様に、コンサルテーションも、一方的に具体

策を提示し、やれるか、やれないかの検討に終わってはい

けない。いかにコンサルティ自身から基本的な理解や方針

が語られ、次の策を共に見い出していけるかがコンサル

テーションの成功を決めるとも言える。

しかし、そのことがすなわちコンサルタント自身に専門

性に根ざした支援策がなくていいということではない。コ

ンサルティが、どの方向で今までの経験を生かし情報検索

すればいいのか、いくつかの方向性を絞り込むだけの専門

性は、ケースの問題の見立てと同じくらい重要である。

また、危機的状況に陥っているコンサルティには、明日

を安全に過ごせる具体策も提案しなくてはならない緊急性

もある。加えて、このままでは疲れきったり保護者からの

批判に巻き込まれて混乱したりしかねないコンサルティの

場合には、情緒的サポートも欠かせない。

従って、コンサルタントには、問題状況を査定する力と、

それに基づいたいくつかの支援方針を提示する力が望まれ

る。異なる専門性に立脚した情報の提示があるからこそ、

コンサルテーションを行う意味がある。筆者もいくつかの

コンサルテーションで、自らのケースレポートを提示した

り、プログラムを提案したりしてきた。この際、カウンセ

リングや障害児教育の経験知と共に、心理教育や危機介入

の知見も大いに役立った。

３）継続的なコンサルテーションと追跡研究

教育相談領域では、学校コンサルテーションのニーズや

有効性が指摘されてきている。しかし、障害児の教育相談

において、組織的・継続的にコンサルテーションを行い、

効果検証も交えながら検討されている例はあまりない。

それは、おそらくコンサルタントもコンサルティも、ク

ライエントの発達支援という関わりを中心に捉えていたか

らではないだろうか。

本論でも、障害のある子どものコンサルテーションとい

うタイトルから、本来ならば、特殊学級や養護学校の事例

についても検討する必要があった。しかし、筆者の経験の

中では、特殊学級や養護学校とのコンサルテーションは、

危機介入や心理適応面での対応以外、その多くは、スーパー

バイズに近くなってしまう傾向がある。スーパーバイズは、

スーパーバイジーが自分の関わっているケースについて、

同じ専門性に立つスーパーバイザーに指導・助言を受ける

関係をいう。これは、同じ専門性にたち豊富な経験をもつ

先行者が、後輩の指導教育のために行なうものでもあり、

対等な関係ではないのが特徴である。つまり教育相談担当

者も障害児教育という専門性に立ち、障害児教育の専門性

に基づく指導・助言がされるのであれば、コンサルテーショ

ンのつもりでもスーパービジョンになってしまいかねない

ということである。かかわり方について両者で相談すると

いう機能に変わりはないが、コンサルティが、失敗を話し

にくくなったり、支援案を探り出す作業が受身になったり

しかねない点で注意が必要であろう。

従って、障害児教育（発達支援）の相談であればあるほ

ど、またコンサルタント自身が障害児教育の専門性も有し

ていればいるほど、あえて障害児教育ではない相談臨床に

おける知見、あるいは心理学の専門性に基盤を置いている

ことを強く自覚し、コンサルティ側の障害児教育の専門性

を尊重しながら、双方の違いを見極め、知見を交流するコ

ンサルテーションを模索していくことが重要なのだと筆者

は考える。転じて、通常の学級における軽度の障害のある

子ども、特別な教育ニーズのある子どもの支援においては、

専門性の差異が明確なため、コンサルテーション関係が保

ちやすく、必要性も高まっていると言える。それは、学級

不適応に関するコンサルテーションとも近い。通常の学級

の教育における知見を、障害児教育相談の知見と相互交流

しつつ、追跡研究も含めた研究を行っていくことが必要と
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考える。

註

１）コンサルティ（相談する側）が関わっているケースへ

の対応について、専門性の異なるコンサルタント（相談

を受ける側）がその専門性に即して助言等をする相談活

動で、地域精神福祉や医療で行われている援助関係。

２）何についての解決を図ろうとするかをコンサルティ、

コンサルタントで明確にすること。

３）集団に対する関係形成の目的に行う方法論、仲間にい

れてもらうこと。

４）教師用 Role Construct Repertory Test 教師が学級

の児童生徒を見るときの視点や枠組みを捉えるために開

発されたもの（近藤、１９９４５））。

５）どこまで許されるかの限界を示し、それを越えるとど

のような対応となるのかについてあらかじめ合意してお

くこと。ここでは、学級の中でのルールを示し、授業を

妨害する行動を子ども自らが自制できるように促してい

くことを意味した。

６）「問題」を抱える主体（人格）から切り離して客体化

し、主体がそれを統制する力を高めようとするアプロー

チ。すぐに感情的になる子どもから、問題そのものを「怒

り虫」として外在化し、追い出す、叩き出すなど主体が

コントロールできる関係として捉える。

７）筆者は小グループで自他のあり方を学ぶ体験として、

グループワークトレーニングを活用している。このとき

に提案したものは、協力ゲームの中の「人間コピー」や

情報交換による課題達成ゲーム、ノンバーバルコミュニ

ケーションの育成を図る「ペーパープレゼント」の類。
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